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新しい飼養衛生管理基準が施行されます

 Ⅰ 家畜防疫に関する最新情報の把握等（家畜衛生講習会への参加、農林水産省ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等からの情報収集）

 Ⅱ 衛生管理区域衛生管理区域衛生管理区域衛生管理区域のののの設定設定設定設定（（（（畜舎畜舎畜舎畜舎やややや飼料飼料飼料飼料タンクタンクタンクタンク、、、、飼料倉庫飼料倉庫飼料倉庫飼料倉庫、、、、生乳処理室生乳処理室生乳処理室生乳処理室などをなどをなどをなどを含含含含むむむむ区域区域区域区域がががが該当該当該当該当））））

 Ⅲ 衛生管理区域への病原体の持込み防止（農場や、衛生管理区域と畜舎の出入口付近に消毒設備を設置）

 ・衛生管理区域への必要のない者の立入りの制限

 ・衛生管理区域に立ち入る車両の消毒 ・衛生管理区域及び畜舎に立ち入る者の消毒等

 Ⅳ 野生動物等からの病原体の感染防止

 Ⅴ 衛生管理区域の衛生状態の確保

 ・畜舎等及び器具の定期的な清掃又は消毒等 ・空房又は空ハッチの清掃及び消毒

 ・密飼いの防止（健康に悪影響を及ぼすような過密な状態での飼養の禁止について明記）

 Ⅵ 家畜の健康観察と異常が確認された場合の対処（口蹄疫及び鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞについて特定症状を明記）

 ・特定症状が確認された場合の早期通報並びに出荷及び移動の停止

 ・毎日の健康観察 ・家畜を導入、出荷又は移動時の健康観察等

 Ⅶ 埋却等埋却等埋却等埋却等のののの準備準備準備準備（（（（家畜家畜家畜家畜のののの所有者所有者所有者所有者がががが遵守遵守遵守遵守すべきすべきすべきすべき事項事項事項事項としてとしてとしてとして、、、、埋却地埋却地埋却地埋却地のののの確保確保確保確保についてについてについてについて明記明記明記明記））））

 Ⅷ 感染感染感染感染ﾙｰﾄﾙｰﾄﾙｰﾄﾙｰﾄ等等等等のののの早期特定早期特定早期特定早期特定のためののためののためののための記録記録記録記録のののの作成及作成及作成及作成及びびびび保管保管保管保管（（（（衛生管理区域衛生管理区域衛生管理区域衛生管理区域にににに立立立立ちちちち入入入入ったったったった者等記入者等記入者等記入者等記入、、、、１１１１年以上保存年以上保存年以上保存年以上保存））））

 Ⅸ 大規模所有者大規模所有者大規模所有者大規模所有者にににに関関関関するするするする追加措置追加措置追加措置追加措置（（（（牛牛牛牛((((成牛成牛成牛成牛))))２２２２百頭以上百頭以上百頭以上百頭以上、、、、豚豚豚豚３３３３千頭以上千頭以上千頭以上千頭以上、、、、鶏鶏鶏鶏１０１０１０１０万羽以上万羽以上万羽以上万羽以上のののの飼養者飼養者飼養者飼養者のみのみのみのみ該当該当該当該当））））

 ・・・・獣医師等獣医師等獣医師等獣医師等のののの健康管理指導健康管理指導健康管理指導健康管理指導 ・・・・通報通報通報通報ルールルールルールルールのののの作成等作成等作成等作成等

家畜伝染病予防法家畜伝染病予防法家畜伝染病予防法家畜伝染病予防法（（（（家伝法家伝法家伝法家伝法））））のののの一部改正一部改正一部改正一部改正にににに併併併併せせせせ、、、、新新新新たなたなたなたな飼養衛生管理基準飼養衛生管理基準飼養衛生管理基準飼養衛生管理基準がががが１０１０１０１０月月月月１１１１日日日日からからからから施行施行施行施行されますされますされますされます。。。。家畜伝家畜伝家畜伝家畜伝

染病染病染病染病のののの被害被害被害被害をををを最小限最小限最小限最小限でとどめるためでとどめるためでとどめるためでとどめるため、「、「、「、「発生発生発生発生のののの予防予防予防予防」」」」のののの観点観点観点観点からからからから、、、、畜産農家畜産農家畜産農家畜産農家のののの皆皆皆皆さまにさまにさまにさまに最低限守最低限守最低限守最低限守っていただくっていただくっていただくっていただく事項事項事項事項
をををを家畜家畜家畜家畜ごとにごとにごとにごとに取取取取りまとめていますりまとめていますりまとめていますりまとめています。。。。主主主主なななな項目項目項目項目はははは、、、、次次次次のとおりとなりますのとおりとなりますのとおりとなりますのとおりとなります。。。。（（（（下線下線下線下線はははは新規新規新規新規にににに加加加加えられましたえられましたえられましたえられました））））
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※※※※家畜別家畜別家畜別家畜別のののの詳細詳細詳細詳細なななな飼養衛生管理基準等飼養衛生管理基準等飼養衛生管理基準等飼養衛生管理基準等についてはについてはについてはについては、、、、近日中近日中近日中近日中にににに各農家各農家各農家各農家のののの皆皆皆皆さまにさまにさまにさまに配付配付配付配付するするするする予定予定予定予定ですですですです。。。。
基準基準基準基準にににに遵守遵守遵守遵守したしたしたした飼養管理飼養管理飼養管理飼養管理のののの実施実施実施実施をよろしくおをよろしくおをよろしくおをよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。


